
大和市住民投票条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年４月３０日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第４０号 

大和市住民投票条例施行規則の一部を改正する規則 

大和市住民投票条例施行規則（平成１８年大和市規則第６３号）の一部を次のように改正する。 

第１条の次に次の１条を加える。 

（選挙管理委員会に委任する事務） 

第１条の２ 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の２及び条例第５条第２

項の規定に基づき、住民投票の管理及び執行に関する事務（条例（第５条を除く。）及びこの規

則の規定により市長が行うこととされている事務を除く。）を、選挙管理委員会に委任する。 

第３条第１項中「及び押印」を削り、同条第２項中「及び押印」を削り、「並びに」を「及び」

に改め、同条第３項から第５項まで及び第７項中「及び押印」を削る。 

第４条第１項、第５条（見出しを含む。）及び第６条第２項中「及び押印」を削る。 

第１０条第１項中「又は」を「、又は」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第２項中「及び

押印」を削る。 

第１４条第１項中「定時登録については１０月３日から同月７日までの間（条例第８条第１項た

だし書の規定による登録の場合は当該登録が行われた日の翌日から５日間）、投票時登録について

は登録が行われた日の翌日から２日間」を「投票資格者が投票資格者名簿に登録されていることの

確認を目的として、投票資格者名簿の閲覧を申し出た場合には」に改め、同条第２項を削る。 

第１５条第１項中「前条第１項に規定する閲覧期間内」を「次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める期間又は期日」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 条例第８条第１項の規定による投票資格者名簿の登録が行われた場合 当該登録が行われた

日の翌日から起算して５日間 

(2) 条例第８条第２項の規定による投票資格者名簿の登録が行われた場合 当該登録が行われた

日の翌日 

第１５条第２項中「以内に」の次に「（条例第３条第１項第２号に掲げる者としての異議の申出

の場合にあっては、可能な限り速やかに）」を加える。 

第１７条中「、又は」を「又は」に改める。 

第２１条第２項中「投票所にあっては投票資格者の中から、期日前投票所にあっては」を削り、



「市の職員」を「選挙権を有する者」に改め、同条第３項中「投票資格者」の次に「又は選挙権を

有する者」を加え、「、又は市の職員の中から選任された投票管理者が市の職員でなくなったと

き」を削る。 

第２２条第１項中「市の職員」を「選挙権を有する者」に改める。 

第２３条に次のただし書を加える。 

ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該

住所の全部の告示に代えることができる。 

第２４条第１項中「各投票所」を「投票所」に、「各投票区における投票資格者」を「投票資格

者又は選挙権を有する者」に改め、同条第２項及び第３項中「市の職員」を「選挙権を有する者」

に改める。 

第２５条に次のただし書を加える。 

ただし、住所の全部の通知に支障があると認めるときは、当該住所の一部の通知をもって当該

住所の全部の通知に代えることができる。 

第２９条第３項中「うち、投票日の当日自らが」を「いずれかに」に、「事由を」を「旨を」に

改める。 

第３３条中「うち投票日の当日自らが」を「いずれかに」に、「事由を」を「旨を」に改める。 

第３５条第２項中「投票資格者」を「投票立会人」に改める。 

第３６条第２項中「投票資格者又は病院等の職員」を「投票立会人」に改める。 

第４７条第２項中「又は」を「、又は」に、「若しくは」を「、若しくは」に改める。 

第４８条に後段として次のように加える。 

この場合においては、第２５条ただし書の規定を準用する。 

第５５条の見出しを「（委任）」に改め、同条中「市長」の次に「又は選挙管理委員会」を加え

る。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


